
令和元年度

まちづくり女と男の共同参画プラン(第5版)における

各課の目標と具体的な取組み



まちづくり女と男の共同参画プラン(第５版)における各課の目標と具体的な取組み

各園において、男女共同参画および男女平等の視点に立ち、性別に関係なく一人ひとりの個性

や能力が発揮される環境となるよう、栗東市人権・同和教育基準年間指導計画に基づき、保育

教育内容の充実に努めます。

幼児課

保育園・幼稚園

･幼児園

小・中学校において、男女共同参画社会づくり副読本等の活用による、子どもの頃からの男女共

同参画への理解を深める教育活動を実践します。

栗東市人権・同和教育基準年間指導計画に基づき、男女共同参画及び男女平等の視点に

立った教育活動を実践します。

2
保育・教育者等の男女共同

参画に対する意識の向上

保育職員や教職員に対して、男女共同参画に関する研修を実施するとともに、男女共同参画に

関する指導について、教材研究や自己研修を行います。

学校教育課

幼児課

ライフステージに応じた男女共同参画に関する学習機会の提供や、広報による啓発に取り組みま

す。
自治振興課

市民に対して人権尊重の大切さ等、人権意識の高揚を図るための啓発活動を推進します。

地区別懇談会や講演会等を行い、男女共同参画や女性の人権等について学ぶ機会を設け、

意識の高揚に努めます。

コミュニティセンターでの社会教育事業において、男女共同参画に関わる講座を実施し、家庭や

地域における男女共同参画への意識を高めます。
生涯学習課

1
性の尊重についての理解促

進
「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」のもつ意味について、広報等を通じた周知・啓発に努めます。 自治振興課

小・中学校において、男女が互いの性についての理解を深めることができるよう、年間指導計画に

基づき、各教科の学習や特別活動において性に関する指導を適正に行います。

教職員に対しては、性的指向や性同一性障害等に係る児童生徒へのきめ細やかな対応につい

て、理解の促進を図ります。

3
性差に応じた健康支援の提

供

男女の異なる健康上の課題に対する健康づくりを推進するとともに、特に女性においては、妊娠

届出時の妊婦健診受診勧奨や保健指導等、安心して妊娠・出産期を過ごせるよう支援を行い

ます。

健康相談、窓口業務、電話相談等で性差に応じた適切な対応と情報提供を行います。

健康増進課

中学校において、性感染症に関する正しい知識を身につけることができるよう、各校の年間計画に

基づき、各教科の学習や特別活動において指導を行います。
学校教育課

エイズや性感染症の予防に関する正しい知識について、ポスター等を通じた普及・啓発に努めま

す。
健康増進課

自己啓発や職場研修に役立つよう、関係機関の協力のもと、国際社会等における男女共同参

画をテーマにした図書や情報を収集し、充実を図ります。
図書館

小・中学校において、国際社会への興味・関心や理解、人権意識を深めることができるよう、国際

理解教育を推進します。
学校教育課

2
多文化共生のまちづくりを通

じた男女共同参画の推進

多言語による生活関連情報の提供や相談体制の整備による外国籍市民の社会参加の促進、

市民相互の交流機会の提供等、多文化共生社会を目指す活動の中においても男女共同参画

を意識し、国際交流事業を推進します。

自治振興課
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46～48頁

保育園･幼稚園･幼児園・

学校における男女共同参画

の視点に立った教育・学習の

推進

1

2

学校教育課

小学校･中学校

国際社会における男女共同

参画への理解と協調



人権・同和教育基準年間計画に基づいて、男女平等の視点に立った保育実践及び、

保護者啓発を行います。

人権・同和教育基準年間計画に基づいて、男女平等の視点に立った保育の実践及び、保護者

啓発を行いました。（幼児課）

男女共同参画社会づくりの副読本等を活用し理解を深める学習を行います。（学校

教育課）

男女共同参画社会づくりの副読本等を活用し、該当教科において理解を深める学習を行っていま

す。

栗東市人権・同和教育基準年間指導計画に基づき、すべての学校にて男女共同参

画及び男女平等の学習を行います。（学校教育課）

栗東市人権・同和教育基準年間指導計画に基づき、すべての学校にて男女共同参画及び男女

平等の学習を行っています。

●教職員に対して、男女共同参画に関する研修機会等については、周知をすすめ、

積極的に研修に参加するように指導します。（学校教育課）

●男女共同参画に関する職員研修の実践を啓発し、職員の意識向上につなげていき

ます。（幼児課）

●教職員に対して、男女共同参画に関する研修機会等についての周知をすすめ、積極的に研修

に参加するように指導しました。（学校教育課）

●男女共同参画に関する職員研修の実施を啓発し、職員の意識向上につなげています。（幼児

課）

家事シェアをテーマにした男女共同参画セミナーや学生を対象にしたキャリア教育などラ

イフステージに応じたセミナーを実施します。その他、男女共同参画週間などに合わせ、

広報やホームページを通じて啓発を行います。

団体や企業の協力を得て「モデルハウスで学ぶ　家族がハッピーになれる家事シェアセミナー」を開催

し、多方面や若い世代への啓発を実施しました。（11/9開催）

また、男女共同参画週間等にあわせ、広報、ホームページ、電光掲示板等による啓発を行いまし

た。

誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会づくりに向け、様々な人権をめぐる

問題への正しい認識と理解を深め、差別や偏見を払拭するため、人権啓発事業（じ

んけんセミナー、人権文化事業、人権を考えるつどい）を開催し、人権意識の高揚に

努めます。（人権政策課）

男女共同参画社会づくりに向け、誰もが個性と能力を発揮できるように、様々な人権問題の正し

い認識と理解を深めることで、差別意識を払拭するための人権学習の機会を提供することができま

した。今年度の「じんけんセミナー栗東」では、ハンセン病について、「人権文化事業」では障がいのあ

る方の生き方から、個々の持っている無限の可能性を学ぶと題した講演を開催し、人権意識の高

揚を図りました。（人権政策課）

地区別懇談会や人権啓発リーダー講座を開催し、学習の場の提供に努めます。（人

権教育課）

今年度の地区別懇談会では、「女性の人権」ならびに「LGBT」について、12月27日現在、91自

治会中23自治会で取り上げられています。また、人権啓発リーダー講座では、「知っておきたい

LGBT・SOGI・アライ」をテーマとした講座を開催し、77名の参加がありました。同和問題をはじめと

するあらゆる人権問題について学習する中で、女性と男性の固定概念や偏見、社会進出を阻む構

造、性的指向による差別やＤＶなどの暴力による支配があることについて、啓発と教育を進めてまい

ります。　(人権教育課）

男女が共に地域活動に参加できるようコミュニティセンターにおいて、社会教育事業を実

施します。（はつらつ教養大学、平和学習、環境講座、子育ち講座、まちづくり講座、

知って得する講座等）

男女が共に地域活動に参加できるようコミュニテーセンターにおいて、社会教育事業を実施しまし

た。講座等（はつらつ教養大学、平和学習、環境講座、子育ち講座、まちづくり講座、知って得す

る講座）を通して、参加者が性別にとらわれることなく交流することにより、男女共同参画への意識

を高めることができました。

ホームページなど様々な媒体を通じ、周知・啓発に取り組みます。 ホームページでの周知･啓発を行いました。

性教育年間指導計画に基づき、性の尊重に関する指導を進めます。
男女が互いの性についての理解を深めることができるよう、各校の年間指導計画に基づき、各教科

の学習や特別活動において性に関する指導を進めました。

教職員に対しては、文部科学省の指針に基づき、個別の対応について支援を進められ

るよう周知を行います。
教職員に対しては、文部科学省の指針に基づき、個別の対応について支援を進めました。

各種事業を通して、男女共の健康づくりを推進します。

妊娠届出時に妊婦健診の受診勧奨を行うとともに、安心して妊娠・出産期を過ごせる

よう相談や保健指導等の支援を行います。

各種事業を通して、健康に関する情報提供や各種検診を実施しました。

妊娠届出時に妊婦健診の受診勧奨を行うとともに、安心して妊娠・出産期を過ごせるよう相談や

保健指導等の支援を行いました。

性教育年間指導計画に基づき、性感染症に関する指導を進めます。
男女が互いの性についての理解を深めることができるよう、各校の年間指導計画に基づき、各教科

の学習や特別活動において性に関する指導を進めました。

国、県等より配布の啓発資材を活用し、ポスター等の掲示を行います。 12月の世界エイズデーにあわせて、ポスターを掲示しました。

自己啓発や職場研修に役立つよう、関係機関の協力のもと、国際社会等における男

女共同参画をテーマにした図書や情報を収集し、充実を図ります。

関連図書を収集、新刊として紹介するなど、利用の促進を図りました。また、関係各種団体が発行

するポスターやチラシを配布しました。

年間指導計画に基づき、あらゆる国の文化を尊重し、人権意識を深めることができるよ

うすべての学校において国際理解教育を行います。

年間指導計画に基づき、該当教科においてあらゆる国の文化を尊重し、人権意識を深めることが

できるようすべての学校で国際理解教育を行っています。

栗東国際交流協会と連携し、多文化共生の推進と、男女共同参画を意識した事業

となるよう心掛けます。

栗東国際交流協会と連携した日本語教室の開催、外国語（ポルトガル語）相談窓口の設置な

どの体制を整備し、社会参加を促進しています。

1

令和元年度　目標と具体的な取組み 令和元年度　進捗状況と実績



まちづくり女と男の共同参画プラン(第５版)における各課の目標と具体的な取組み

DV被害の潜在化を防ぐため、DV相談窓口に関するパンフレットの設置やホームページ等での啓

発を行うなど、DV相談窓口の周知を図ります。
子育て応援課

DVに関する学習機会の提供やホームページ等における啓発など、暴力を容認しない社会をつくる

ための啓発を行います。
自治振興課

就労の場におけるセクハラを防止するため、関係機関等のチラシの設置やポスターの掲示により、

啓発を行います。

商工観光労政課

（労政担当）

セクハラに関する市民意識の向上を図るため、広報やホームページ等を通じた啓発を行います。 自治振興課

母子・父子自立支援員の配置によるDV相談を実施するとともに、関係機関との連携を図りなが

ら、DV被害者の保護・避難を支援します。
子育て応援課

健康相談、乳幼児健診、電話相談等の実施の際、DVに関する相談があった場合、関係機関と

の連携を図りながら、専門機関へとつなぎます。
健康増進課

人権擁護委員による「人権いろいろ相談」を開設し、広報や掲示板を通じて広く周知することで、

重大な人権侵害であるDV、セクハラ等の相談機会を充実します。
人権政策課

就労相談においてDV等に関する情報があった場合に、関係機関との連携を図りながら、専門機

関へとつなぎます。

商工観光労政課

（労政担当）

研修や調査を通じて県や市内における各種相談における実態の把握を行い、関係機関との連携

を図ります。
自治振興課

広報やホームページ等における記事掲載、その他啓発資料の作成の際、女性差別等の表現によ

る人権侵害の防止・点検の徹底を推進します。

全課

（自治振興課）

行政職員に対する、研修機会等を通じた女性差別等の表現による人権侵害の防止・点検に関

する周知・啓発を図ります。
総務課

「議会だより」においてメディアによる人権侵害等、社会の進展に応じた人権問題啓発標語等を

掲載し、人権侵害防止の意識向上を図ります。
議会事務局

インターネット等のメディアを通じた情報発信における人権侵害の防止について、市民意識の向上

を図るため、広報やホームページ等による啓発を図ります。
自治振興課

メディアによる人権侵害等、市民のメディアリテラシーの向上に資する図書の収集に努め、利用の

促進を図ります。
図書館
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1 ＤＶ防止対策の推進

2 セクハラ防止対策の推進

3
DVやセクハラ等被害者への

支援
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女性の人権を尊重した市の

情報発信
1

メディアリテラシーの向上



DV被害者・相談者の人権を擁護するため、パンフレット設置等の啓発を行い相談窓

口の周知を図ります。

滋賀県作成のパンフレット「配偶者からの暴力に悩んでいるあなたへ」を、課カウンターに設置するとと

もに、ポスター掲示による啓発を行いました。

パープルリボン運動やホームページなど様々な媒体を通じた周知・啓発に取組みます。

きらめきRitto実行委員会と協働でパープルリボン運動の啓発リボン、啓発ティッシュ、のぼり旗を作

成し、街頭啓発で市民の皆さんに周知しました。また、定例記者会見で市長とくりちゃんがパープル

リボンを着用した他、庁舎内職員がパープルリボンを着用し、女性に対する暴力をなくす運動の周

知・啓発に努めました。また、ホームページ、電光掲示残での周知･啓発を行いました。

関係機関等のセクハラ防止啓発ポスターの掲示や研修会により、啓発を行います。

企業内人権研修の一環として「ハラスメントのない職場づくり」～加害者も被害者も作らない、人を

大切にし、人にやさしい企業をめざす！～の研修会を開催し、啓発を行いました。また、「職場のハ

ラスメント再点検」の貸出用ＤＶＤを購入して、社内研修での活用を促しました。

ホームページなど様々な媒体を通じた周知・啓発に取り組みます。

ホームページでの周知･啓発を行いました。

また、セクハラ防止チラシ「セクハラを予防して働きやすい職場に！」を作成し、２月の企業訪問時に

事業所に配布予定です。

DVに係る相談に対して的確な状況確認を行うと共に、関係機関との速やかな連携に

より必要に応じてDV被害者を保護します。

DVに関する相談があった際には、担当職員及び母子・父子自立支援員、家庭児童相談員が、

関係機関との連携を図る中で適切な対応を図りました。

健康相談、乳幼児健診、電話相談等の実施の際、DVに関する相談があった場合、

関係機関との連携を図りながら、専門機関へとつなぎます。
乳幼児健診、健康相談、家庭訪問等を通じて、支援を要する人への相談支援を行いました。

人権いろいろ相談を年間１０回開催します。

人権擁護委員の活動紹介をしながら、人権擁護の大切さを広めるため、周知広報活

動を実施します。

なごやかセンターにおいて、じんけんいろいろ相談を年１０回開催しました。開催については、広報や

ＨＰ、自治会掲示用ポスターの他、「コミセンだより」にも掲載し、広く市民に対して周知を行いまし

た。人権擁護委員については、活動内容を広報やＨＰへ掲載したり、チラシを作成して配布するな

ど周知に努めました。また、相談業務のスキルアップのため、研修会にも積極的に参加しました。

ＤＶ等に関する情報があった際には、関係各課や関係機関に速やかに連絡し、適切

な支援を提供します。

ＤＶ等に関する相談や情報があった際には、関係各課や関係機関と速やかに連携をして対応する

体制をとっています。

関係機関との連携を図りながら、相談窓口の周知に努めます。

きらめきRitto実行委員会と協働で相談窓口を記載したパープルリボン運動の啓発リボン、啓発

ティッシュを作成し、街頭啓発を行いました。また、各コミュニティセンター、保育園・幼稚園、ふれあい

文化祭、農業まつりなどで相談窓口を周知いただくよう啓発用品の設置を依頼しました。

●庁舎掲示版により啓発します。（自治振興課）

●子ども発達支援課作成のパンフレットや啓発チラシについて、差別的な表現とならな

いように点検します。（子ども発達支援課)

 ●人権啓発事業の情報提供を行う際には、女性差別の表現による人権侵害の防

止・点検を推進します。（人権政策課）

●本課及び各小中学校のホームページの掲載内容について、性差別等の表現がない

かという視点からの点検を行います。（学校教育課）

●広報・啓発活動において、表現内容の点検等で人権侵害の発生防止に努めます。

（障がい福祉課）

●各種広報媒体の記事掲載の際には、女性差別等表現による人権侵害の防止・点

検の徹底に努めます。（財政課）

●市の管理職を対象に、男女共同参画・女性活躍推進をテーマに「女性の人権を尊重した市の

情報発信について」を含む内容の研修を実施予定です。また、職場研修にあたって、男女共同参

画を研修テーマのひとつとし、実施を呼びかけました。（自治振興課）

●当課が作成するパンフレットや啓発チラシについては、男女差別のみならずあらゆる人権問題につ

いて差別的な表現とならないよう、文章内容や挿絵等に至るまで細心の注意を払って複数者で点

検を行っています。（子ども発達支援課）

●各種啓発事業の広報折込チラシの作成など女性差別の表現を点検し、人権侵害防止に努め

るとともに、１１月には、ふれあい文化祭において女性の人権についての周知・啓発を行いました。

(人権政策課)

●各小中学校のホームページの更新の際には、性差別的表現がないかを確認しています。（学校

教育課）

●障がい福祉施策の啓発や、障がい者団体等からの事業のお知らせ記事などを年間を通じて広

報に掲載しています。また窓口で配布する「障がい福祉の手引き」を随時更新しています。掲載内

容が人権侵害等不適切な表現とならないように、複数の職員で点検しています。(障がい福祉

課）

●各種広報媒体の掲載の際には、女性差別等、表現による人権侵害の防止・点検の徹底に努

めました。（財政課）

年間を通じ、職員研修時配布資料等に、「栗東市男女共同参画都市宣言」や、男

女共同参画に関する標語などを掲載します。

職員集合研修等の実施に際し、配布資料に男女共同参画に伴うコメントなどを掲載し、その重要

性並びに行政職員としての責務について周知を図りました。

「議会だより」（年４回発行）に人権問題啓発標語を掲載します。 「議会だより」（年4回発行）に人権問題啓発標語を掲載しました。

ホームページでの啓発に取組みます。 ホームページでの啓発に取り組んでいます。

メディアによる人権侵害等、市民のメディアリテラシーの向上に資する図書の収集に努

め、利用の促進を図ります。
関連図書を収集しました。また、新刊として紹介するなど、利用の促進を図りました。

2

令和元年度　目標と具体的な取組み 令和元年度　進捗状況と実績



まちづくり女と男の共同参画プラン(第５版)における各課の目標と具体的な取組み

労働に関する相談があった際、国や県の相談窓口との連携を図り適切な支援につなげるなど、労

働相談窓口に関する情報提供を行います。

広報を通じて相談業務の案内を掲載し、周知を図ります。

あらゆる職域において男女共同参画の推進が図られるよう、市や県内における先進的な取組み

の動向の把握に努め、情報発信を図ります。

自治振興課

商工観光労政課

(労政担当）

市や県内における家族経営協定の締結の動きや農業委員、指導農業士、林業技士等の農業

における女性活躍の状況等について、動向の把握及び情報発信を図ります。

農林課

農業委員会

3
多様な選択が可能なキャリア

教育の推進

性別にとらわれず、本人の選択を尊重した進路指導を推進するため、年間計画に基づき各教科

の学習や特別活動においてキャリア教育を進めます。
学校教育課

1
女性の職業能力の開発に関

する情報提供

女性の主体的な能力開発につながるよう、新たな技能・資格を取得するための手当や訓練等の

助成、関係機関が開催する講座等の情報提供を行います。

商工観光労政課

(労政担当）

ひだまりの家

2
女性の起業・創業のための

支援

女性の起業・創業につながるよう、創業支援事業計画に基づき、創業支援事業者（商工会）

や地域金融機関等との連携のもと、学習機会等の提供に努めます。

商工観光労政課

(商工担当）

3 女性の再就職支援
出産・育児、介護等で退職し、再就職を希望する人を対象とした能力開発に関する研修会や学

習機会の情報提供を行います。

商工観光労政課

(労政担当）

事業者等に対し、啓発や学習機会の提供等の働きかけを行い、男女共同参画の気運の醸成を

図ります。

女性活躍推進企業認証制度において認定された事業者やワーク・ライフ・バランス推進企業に登

録した事業者の周知を行うなど、事業者の自主的な取組みを促進します。

2
職場における妊娠・出産・子

育てへの理解の促進

妊娠・出産、育児休業等の取得を理由とする不利益な扱いをなくすため、事業者に対しパンフ

レットの配布等による啓発を行い、職場における理解促進を図ります。

商工観光労政課

(労政担当）

3
多様な就業環境整備に向け

た事業者への働きかけ

労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスを実現することで、優秀な人材の確保・定着が図られる

よう、多様で柔軟な働き方や雇用の在り方について、事業者に啓発資料等により情報提供を行

います。

商工観光労政課

(労政担当）

あらゆる職域における男女共

同参画の推進
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51～53頁
具体的な施策

事業者等における男女共同

参画の気運の醸成

取組み内容



就労支援機関と連携を図り適切な支援につなげるとともに、市広報などを通じた労働

相談窓口に関する情報提供を行います。（商工観光労政課）

電話や窓口で労働に関する相談がある場合には、滋賀労働局雇用環境・均等室や滋賀県労働

相談所など、適切な相談窓口への案内を行いました。また、滋賀県労働委員会開催の労働相談

会チラシの窓口設置を行い、情報提供に努めました。（商工観光労政課）

面接を中心とした就労相談を行うと共に求人情報の提供を行い、関係機関との連携を

図ります。（ひだまりの家）

関係機関との連絡を図るなかで、ハローワークをはじめとする就労支援機関から提供される情報を

希望する対象者に提供し、就職困難者個々の状況に応じた就労支援を行いました。（ひだまりの

家）

●企業訪問等の機会を活用した情報発信に努めます。（自治振興課）

●企業訪問や研修参加などを通じて、市内企業や県内における先進的な取組みの動

向の把握および情報発信に努めます。（商工観光労政課）

●企業訪問に際し、男女ともに働きやすい職場にするために、滋賀県の啓発冊子「チアーズカラット

しが」および市が作成した「セクハラを予防して働きやすい職場に！」を配布しました。（自治振興

課）

●7月の企業訪問時に、情報誌「チアーズカラットしが」などを企業に配布し、企業への情報提供を

行うことで市内企業に男女共同参画の推進を促しました。（商工観光労政課）

交流会や研修の中で、情報の交換、共有を行います。また、農業者自身の活動情報

を機関紙やフェイスブック等で発信します。

市内女性農業者の意見や情報交換の場づくりとなる交流会の開催や、女性農業委員や女性農

業者の活躍を「農業委員会だより」で紹介しました。（農業委員会事務局）

研修会や他団体の活動情報などを発信し、女性農業者の活動向上に寄与することができました。

（農林課・農業委員会事務局）

性別にとらわれることなく、進路指導の充実を図ることはもとより、多様な進路選択がで

きるように情報提供を行います。

多様な進路選択ができるように情報提供を行い、一人一人の思いを大切にした進路指導を行って

います。

●申請があった際には、栗東市技能取得教育訓練受講補助金制度による助成を行

います。また、勤労者講座開催を通じた機会提供や関係機関が主催する技能取得教

育訓練のパンフレット設置などを通じて、情報を行います。（商工観光労政課）

●ハローワークをはじめ就労支援機関が実施する講座等の情報提供を行います。（ひ

だまりの家）

●栗東市技能取得教育訓練受講補助金制度による助成を行いました。また、母子家庭の母親

等を対象とした関係機関が開催する講座等のチラシを設置して情報提供を行いました。（商工観

光労政課）

●ハローワーク等就労支援機関が実施する講座等の情報を、就職困難者個々の特性に合わせて

情報提供を行いました。（ひだまりの家）

りっとう創業塾を継続して開催する中で、女性の起業・創業に向けた学習機会の創出

に取組みます。

第５回目のりっとう創業塾を開催し、受講者２５名のうち、女性６名に受講いただきました。

女性比率２４％（H３０：４２．３％）

出産・育児、介護等で退職し、再就職を希望する人を対象とした関係機関主催の能

力開発に関する各種講座のパンフレットを庁舎内や子育て支援窓口に設置するなど、

情報提供に努めます。

育児・介護中の方を対象とした関係機関が開催する職業訓練のチラシを設置して、情報提供を行

いました。

企業の代表者等に企業訪問や研修会を通じて、情報提供や学習機会の場の提供を

行います。（商工観光労政課）

７月の企業訪問時における情報誌「チアーズカラットしが」の配布や事業所向け研修会を通じて、

市内企業の男女共同参画の気運醸成に努めました。（商工観光労政課）

企業訪問等の機会を活用した啓発を行い、事業者へ周知をはかります。（自治振興

課）

企業訪問に際し、滋賀県女性活躍推進企業認定制度のチラシを配布し、市内事業所に女性活

躍推進について周知しました。また、男女ともに働きやすい職場にするために、市が作成した「セクハ

ラを予防して働きやすい職場に！」を配布しました。。（自治振興課）

事業所に対するパンフレットの配布等を行い、職場における妊娠・出産・子育てへの理

解促進を図ります。

企業内人権研修の一環として「ハラスメントのない職場づくり」～加害者も被害者も作らない、人を

大切にし、人にやさしい企業をめざす！～の研修会を開催し、啓発を行いました。また、「職場のハ

ラスメント再点検」の貸出用ＤＶＤを購入して、社内研修での活用を促しました。

働き方改革等に関した研修会の開催や啓発パンフレットの配布を行うことで、職場環

境の改善につなげます。

７月の企業訪問時に情報誌「チアーズカラットしが」の配布とワークライフバランスや女性活躍を含む

働き方改革に関わるチラシを配布することで、企業への情報提供と職場環境の改善を促しました。

3

令和元年度　進捗状況と実績令和元年度　目標と具体的な取組み



まちづくり女と男の共同参画プラン(第５版)における各課の目標と具体的な取組み

1
地域における男女共同参画

に関する取組みの推進

地域における男女共同参画に取り組む市民活動団体への学習機会や情報提供等の支援、各

種団体・グループの交流を促し、情報交換や活動を促進します。

また、それらの団体との連携・協働による男女共同参画推進に向けた取組みを進めます。

自治振興課

2
地域における男女共同参画

の視点をもった子どもの育成

様々な年代・性別の子どもたちが交流を通じて、人権意識やリーダーシップを学ぶことができるよう、

自然体験や研修の機会を提供し、男女共同参画の視点を持った地域を担うリーダーの育成を図

ります。

生涯学習課

3
地域における意識づくりの場

の充実

自治会等における地区別懇談会や出前講座を実施し、地域における男女共同参画の意識の

醸成を図ります。

また実施にあたっては、新たな層が参加できるよう時間・場所、テーマ・内容等ニーズに応じた工夫

人権教育課

防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画の拡大を図り、男女共

同参画の視点を取り入れた防災体制の充実に努めます。

自主防災組織等における女性の参画の促進等、防災対策において男女共同参画の推進に努

めます。

5
男女のニーズの違いに配慮し

た防災知識等の普及
男女のニーズの違いに配慮した防災対策・災害復旧に関する広報啓発を行います。 危機管理課

行政や地域団体、ボランティア、ＮＰＯ団体等あらゆる分野における男女共同参画のリーダーを

育成するため、情報共有や課題解決のための研修会等の情報提供を行い、参加を促します。

人材の紹介や交流を行うなど情報提供を行い、活動に対する意欲、能力をもつ人材の活用に努

めます。

2

男女共同参画に関する活動

を行う団体の育成や活動支

援の促進

男女共同参画に関する活動を行う団体の育成や活動支援を行います。

広域的な地域間交流の促進等、男女共同参画に関する活動を行う団体の交流や連携を支援

します。

自治振興課

1
母子・父子家庭の実情に応

じた自立支援の推進
母子・父子それぞれの家庭の実情に応じた支援を行います。 子育て応援課

乳幼児健康相談、乳幼児健診等の事業を通じて、細やかな配慮による相談に応じ、必要に応

じて家庭訪問を行います。
健康増進課

性別による役割分担意識から生じる負担等の困難な状況を抱える人に対して、解決に向けた相

談体制の充実を図るとともに、必要な支援へとつなぎます。

健康増進課

子育て応援課

長寿福祉課

障がい福祉課

社会福祉課

取組みの企画段階における男女共同参画の視点の反映や、老人クラブ等への女性高齢者の参

画促進、男性のひとり暮らし高齢者を対象とした料理教室の開催等、男女共同参画の視点に

立った高齢者の社会参加を促進します。

長寿福祉課

障がいの特性に加え、性別によるニーズに応じたスポーツ活動等の取組みを推進することで、障が

いのある人の社会参加を促進します。
障がい福祉課

困難を抱える人々に対する

相談の充実
2

1

男女共同参画の推進におけ

る活動のリーダーとなる人材

の育成・活用

ﾌﾟﾗﾝ

54～58頁
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施策の

方向

防災対策等における男女共

同参画の推進

主な担当課

危機管理課

全課

（自治振興課）

取組み内容具体的な施策

4

3

男女共同参画の視点による

高齢者･障がい者等の社会

参加の促進
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男女共同参画に取り組む市民活動団体に対し、県や他市町にて開催されているセミ

ナーや講座などの情報提供に努めます。また、きらめきRitto実行委員会との協働によ

り、男女共同参画セミナーや研修会の開催に向けた取組みを進めます。

男女共同参画に取り組む市民活動団体に対し、県や他市町にて開催されているセミナーや講座の

チラシを送付するなどの情報提供に努めました。

また、団体や企業の協力を得て「モデルハウスで学ぶ　家族がハッピーになれる家事シェアセミナー」を

開催し、多方面や若い世代への啓発を実施しました。（11/9開催）

アドベンチャーキャンプを実施し、青少年間の交流、リーダーシップの養成を行います。

（8月21日～23日）

国立吉備青少年自然の家において、自然体験活動を通して参加者同士の交流を深めながら男

女共同参画の視点を持ったリーダーシップの養成を行いました。（8月21日～23日）

地区別懇談会のテーマの一つとして、女性差別ならびに性の多様化についての視点を

明示し、市民意識の高揚に努めます。

地区別懇談会においては、12月27日現在で、91自治会中23自治会において「女性の人権」な

らびに「LGBT」の内容について取り上げられました。

地域防災計画の見直しをはじめ、防災の施策等を決定する過程において女性の視点

を取り入れるなど、女性の参画拡大に努めます。

栗東市防災会議の委員は、あて職。防災会議委員定数32名中、０名（0％）

・地域防災計画の見直しにおいて、女性団体への意見照会やパブリックコメントの募集をおこない、

女性の視点にも立った計画となるよう努めています。

自主防災組織等に対し、積極的な女性の参画を促すよう努めます。

市内１２４自治会中、１２３自治会で結成されている自主防災組織の役員名簿では、男女に

関係なく幅広く選出されている。また、市内自衛消防隊84隊中、女性消防隊２９隊が活動して

おり、防火・防災訓練などに参加されています。

男女のニーズの違いに配慮した広報啓発に努めます。
出前講座や防災訓練では、老若男女がそれぞれの立場で体験や意見交換をおこなう防災学習を

実施しています。

●保護者が集まる研修会等の機会に男女共同参画に関わる研修会等の情報提供を

必要に応じて行います。（子ども発達支援課）

●児童生徒と地域住民と交流をすることから、モデルとなる大人を見つけられるように、

地域行事等への参加を促します。（学校教育課）

●関係する団体・機関の長への研修会等の情報伝達・発信に努めます。（障がい福

祉課）

●保護者が集まる研修会等の場合に男女共同参画に関わる研修会等の情報提供を行う計画で

あったが、男女共同参画計画に関わる研修会等の情報を良いタイミングで得ることができませんでし

た。（子ども発達支援課）

●学校での行事や取組を精選して、地域行事への積極的な参加を促しています。(学校教育課)

● 障がい者団体、相談支援機関等に対し、情報提供に努めました。（障がい福祉課）

●行政職員をはじめ、人権関係団体などへ研修会等の情報提供を行い参加を促すこ

とで男女共同参画に関する人権意識の高揚に努めます。（人権政策課）

●児童生徒による自治的な活動を支援し、何事にも意欲的に取り組めるリーダー養成

に努めます。（学校教育課）

●きらめきRittoの事業を通して、地域リーダーとしての育成を目指します。（自治振興

課）

●行政職員や人権関係団体の方などに、国や県および滋賀県人権センターなどで開催される研

修会や講座の情報提供を行い、参加を促しました。また、参加することにより、全国や近隣市での

取り組み情報を収集し、関係課等へ情報の共有を行いました。（人権政策課）

●児童生徒による自治的な活動を支援し、何事にも意欲的に取り組めるリーダー養成に取り組ん

でいます。（学校教育課）

●きらめきRitto実行委員としての活動を通し、男女共同参画への理解と取組み意識の醸成を図

りました。（自治振興課）

活動団体へ協力、補助などの支援を行います。 活動3団体へ、補助を行いました。

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭個々の実情に応じた的確な支援を行

います。

ひとり親家庭に対する支援には、就労や子育て、また精神的な支えなど個々の状況に応じた対応

が必要であり、母子・父子自立支援員が、関係団体である母子福祉のぞみ会や滋賀県ひとり親家

庭福祉推進員との連携のもとに支援を行いました。

乳幼児健康相談、乳幼児健診等の事業を通じて相談に応じ、必要に応じて支援を

行います。

妊娠届出時や乳幼児健康相談、乳幼児健診等の事業を通じて支援を要する人への相談支援を

行いました。

●妊娠届出時や健康相談、乳幼児健診、電話相談等の事業を通じて相談に応じる

とともに、必要に応じて支援を行います。（健康増進課）

●地域子育てセンターを設置し、保護者の様々な相談に応じることにより、子育て中の

不安感や孤立感の解消に努めます。（子育て応援課）

●地域包括支援センターを各圏域（中学校区）毎に設置します。これにより、より身

近な住み慣れた地域で、高齢者が自立した生活が送れるよう、相談支援体制の強化

と充実を図ります。（長寿福祉課）

●家族介護や生活に困難を抱える方から相談を受け、必要な情報の提供、福祉サー

ビス利用支援等を行う委託相談支援事業の適正な運営に努めます。（障がい福祉

課）

●生活困窮者自立支援制度などの各種福祉制度の情報を提供し、必要に応じた相

談支援を行います。（社会福祉課）

●妊娠届出時や健康相談、乳幼児健診等の事業を通じて支援を要する人への相談支援を行い

ました。（健康増進課）

●地域子育て支援センターにおいて、「子育て講座」を年間４８回開催（予定）し、その中にお

いて子育て中の保護者からの各種相談や孤立感の解消に繋げることができました。(子育て応援

課）

●地域包括支援センターを各圏域（中学校区）毎に設置した。4月から6月まで研修及び引継

ぎを実施し、7月から本格稼働しています。

各圏域の設置について、広報やホームページで周知するとともに、市民の身近な相談者である民生

委員児童委員へのお知らせもしています。より身近な住み慣れた地域で、高齢者が自立した生活

が送れるよう、相談支援体制の強化と充実を図っています。（長寿福祉課）

 ●守山･栗東障がい者相談支援センター「みらいく」を開設し、障がいのある人及びその家族からの

相談に応じ、必要な情報提供、サービス利用の援助、就労に関する相談支援を行っています。

（障がい福祉課）

●各種福祉制度の情報提供とともに、必要に応じて相談や支援を行いました。（社会福祉課）

高齢者が社会の中で積極的に役割りを果たしていくため、地域活動やボランティア活動

などに参加・参画するための機会・場づくりを進めます。

　介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ制度(いきいき活動ﾎﾟｲﾝﾄ事業）の実施

　栗東100歳大学の開催

　生活支援・介護予防ｻｰﾋﾞｽの充実

老人クラブ活動の中で男性向け料理教室、女性リーダー育成等の事業を支援していき

ます。

いきいき活動ポイント事業により、地域住民主体の通いの場と互助の充実を推進するとともに、高

齢者自身の社会参加活動をとおした自らの介護予防の推進を図っています。（12/20現在登録

者 324人）

栗東100歳大学は、第4期を開講し24名が受講しています。大学の１カリキュラムの「料理の魅

力」として調理実習を行いました。また、卒業生支援として、受託者と協働し、10月より子育て支

援団体「ぽっけ」が活動を開始し、他の子育て支援をしている団体とつながりも生まれ、活動の継続

と発展が期待できます。

介護予防･日常生活支援総合事業を実施するとともに、訪問型サービス従事者養成講座を開催

しました。

男性向け料理教室(年2回　11/15、2月開催予定)、女性リーダー育成等を老人クラブ活動等

の中で実施できるよう支援しています。

障がいのある人のスポーツ活動等への参加機会を拡充するため広報等を通じた周知活

動に努めます。（障がい福祉課）

 障がい者スポーツ大会等の参加案内を当事者団体等を通じて行う他、ボランティアの参加募集に

ついて、市広報への掲載を行いました。

4

令和元年度　進捗状況と実績令和元年度　目標と具体的な取組み



まちづくり女と男の共同参画プラン(第５版)における各課の目標と具体的な取組み

子ども・子育て支援事業計画に基づき、保護者の多様化する勤務形態や勤務時間、地域の子

育てニーズに対応できるよう、長時間保育や預かり保育、一時預かり保育等の様々な保育サービ

スの充実を図ります。

相談や健診、講座、交流の場の提供等の様々な子育て支援サービスにおいて、時間帯や乳幼

児の一時預かり等、誰もが参加しやすいよう配慮した実施に努めます。

栗東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び栗東市障がい者基本計画・障がい福

祉計画に基づき、家族介護者の負担軽減を図るため、介護保険サービスや障がい福祉サービス

の周知・啓発に努めます。

周知・啓発にあたっては身近な地域での出前講座の実施等、参加しやすい工夫に努めます。

3
育児・介護休業を取得しや

すい環境づくりの推進

安心して育児・介護休業が取得できるよう、育児・介護休業中に必要な生活資金の貸付を受け

ることができる制度の周知を図るなど、情報提供を行います。

商工観光労政課

(労政担当）

ワーク・ライフ・バランスを推進することの事業者にとってのメリットや重要性について、企業訪問時に

リーフレットを配布するなど、啓発を行います。

商工観光労政課

(労政担当）

市民のワーク・ライフ・バランスに対する理解を深めるため、広報やホームページ、パンフレット等を通

じた情報提供を行い、一人ひとりがワーク・ライフ・バランスについて考える機会を創出します。
自治振興課

1
男性の育児参加のための情

報提供

男性が育児に必要な知識や技術を身につけることができるよう、妊娠届出時に父子手帳の発行

を行うなど、様々な機会を通じて情報提供を行います。
健康増進課

3
男性の働き方の見直しの働

きかけ

男性の長時間労働等の働き方の見直しや、子育て・学校行事・地域活動・介護等に参加できる

ような環境づくりを事業者へ働きかけます。

商工観光労政課

(労政担当）
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長寿福祉課

障がい福祉課

子育て応援課

幼児課

健康増進課

多様なライフスタイルに対応し

た保育・子育て支援サービス

の充実

家族の在宅介護の負担の軽

減

仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の促進

2
男性にとっての男女共同参

画の意識の向上

1

2

4

ﾌﾟﾗﾝ

57～58頁

施策の

方向
具体的な施策 取組み内容 主な担当課

男女共同参画が、男性の多様な生き方や豊かな人生につながるものであるという意識の醸成に

向け、様々な教育、学習事業を通じて啓発を行います。

事業の実施にあたっては、就労する保護者等が参加しやすいよう日時等の工夫を行います。

自治振興課

人権政策課

人権教育課

生涯学習課



●地域子育て支援センターにおいて、様々な支援サービスの情報提供を行います。

（子育て応援課）

●保護者のさまざまな働き方に応じた入所しやすい保育環境づくり推進を図ります。

（幼児課）

●地域子育て支援センターにおいて「支援センターだより」を毎月発行し、子育てに役立つ様々な

情報の提供を行いました。（子育て応援課）

●施設型保育園・小規模保育園をあらたに開設し、保育者の就労保障につなげます。（幼児

課）

乳幼児健診は各健診を月２回ずつ開催しており、対象年齢の前後で受診いただける

ように配慮を行います。（健康増進課）

乳幼児健診は各健診を月２回ずつ開催しており、対象年齢の前後で受診いただけるように配慮を

行いました。（健康増進課）

高齢者やその家族が安心して適切なサービスを利用できるよう、介護保険制度をはじ

め認知症や在宅医療・介護に関する周知・啓発や情報提供を積極的に進めます。

（長寿福祉課）

介護保険制度をはじめ認知症や在宅医療・介護に関する周知・啓発、介護予防・健康づくり啓発

に、市広報・ホームページ・フェイスブック・出前講座など多様な媒体を通じて取り組んでいます。

（長寿福祉課）

  ・認知症サポーター養成講座の開催(12月末現在、12回うち小学校3校含む。今後3校実施

予定）

  ・生き方カフェの開催、在宅医療・介護連携推進事業の実施

  ・情報誌「ワンランク上の自分」の発行　年3回(6月、10月、2月号発行)

  ・市内事業所への「仕事と介護の両立」についての啓発

福祉サービスの利用について広報等情報媒体への掲載のほか、出前講座や相談機関

を通じて情報発信に努めます。（障がい福祉課）

福祉制度の周知・啓発を市広報・ホームページで行うほか、窓口では、「障がい福祉のてびき」を用

いて説明を行っています。また、地域の各種団体からの要請に応じた出前講座を実施予定していま

すが、現在のところ要請はありません。相談支援を通じて個別ニーズに応じた福祉サービスを提供す

ることで、障がいのある人の日常生活や社会生活の支援を行うとともに、家族の介護負担軽減を図

りました。(障がい福祉課）

栗東市育児・介護休業者生活資金貸付制度の周知を図ります。また、育児・介護休

業に関するチラシを窓口に設置するとともに、広報等により情報提供を行います。

暮らしの便利帳やホームページ、広報紙に栗東市育児・介護休業者生活資金貸付制度を掲載

し、周知を図りました。

働き方改革を題材とした研修会の開催や企業訪問時にリーフレットを配布するなど、

ワークライフバランスにつながる啓発を行います。

企業訪問時に、男女共同参画推進に関する情報誌「チアーズカラットしが」の配布や働き方改革に

関わるチラシを手渡し、企業への情報提供と職場環境の改善を促しました。

ホームページを通じてワークライフバランスに関する啓発を行います。また、ワークライフバラ

ンスについて考えるきっかけとして、家事シェアをテーマにしたセミナーを開催します。

「家事シェアですすめるWork Life Balance～分担ではなくシェアするという考え方～」のリーフレット

を自治会回覧や男女共同参画セミナーで市民に周知した他、広報、ホームページ、電光掲示板に

てワーク・ライフ・バランスの啓発を行いました。また、団体や企業の協力を得て「モデルハウスで学ぶ

家族がハッピーになれる家事シェアセミナー」を開催し、多方面や若い世代への啓発を実施しまし

た。（11/9開催）

妊娠届出時、母子（親子）健康手帳交付の際に「お父さんになる方へ」を配布し、お

互いに協力しあって育児ができるよう情報提供を行います。また、乳幼児健診等様々

な機会を通して情報提供を行います。

妊娠届出時、母子健康手帳交付の際に「お父さんになる方へ」を配布し、お互いに協力しあって育

児ができるよう情報提供を行いました。

働き方改革を題材とした研修会の開催や啓発パンフレットの配布を行うことで、長時間

労働の是正による子育て等環境づくりを促します。

企業訪問時に、男女共同参画推進に関する情報誌「チアーズカラットしが」の配布や働き方改革に

関わるチラシを手渡し、企業への情報提供と職場環境の改善を促しました。

5

令和元年度　目標と具体的な取組み 令和元年度　進捗状況と実績

●男女共同参画に関連したセミナーや研修会を開催します。（テーマ、事業内容につ

いてはきらめきRitto実行委員会にて決定します。）（自治振興課）

●イクボスやワークライフバランスなどの講座や研修会の情報提供を行い、男女共同参

画に関する人権意識の高揚に努めます。（人権政策課）

●各種の研修・講座を通して、人権意識の高揚が全ての人の多様な生き方や豊かな

人生につながることを啓発します。（人権教育課）

●男女が共に地域活動に参加できるようコミュニティセンターにおいて、社会教育事業を

実施します。（はつらつ教養大学、平和学習、環境講座、子育ち講座、まちづくり講

座、知って得する講座等）事業実施にあたっては、就労する保護者が参加しやすいよ

う日時等の工夫を行います。（生涯学習課）

●団体や企業の協力を得て「モデルハウスで学ぶ　家族がハッピーになれる家事シェアセミナー」を開

催し、男性参加者に対する講師の投げかけなどを通じ、男女共同参画意識を高める啓発を実施し

ました。（11/9開催）（自治振興課）

●イクボスやイクメンの研修講師からの情報収集や、全国や近隣市における取り組み情報を収集

し、情報の共有化を行いました。(人権政策課)

●各種の研修・講座を通じて、女性の人権や男女共同参画のテーマに特化した内容はありません

でしたが、LGBT・性的マイノリティについての研修をはじめ、さまざまな問題に絡めて幅広く人権意識

の高揚に努めました。（人権教育課）

　○人権啓発リーダー講座（参加者：624名）・・・・・単独開催：7回（参加者：189名）、

共同開催：4回（参加者：435名）

　○地区別懇談会・・・・・「女性の人権」ならびに「LGBT」についての取扱自治会：23自治会

（参加者：468名）※12月27日現在

　○人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい　2月22日開催予定

　○栗東市人権教育研究大会（参加者：561名）

●男女が共に地域活動に参加できるようコミュニテーセンターにおいて、社会教育事業を実施しまし

た。講座等（はつらつ教養大学、平和学習、環境講座、子育ち講座、まちづくり講座、知って得す

る講座）を通して、参加者が性別にとらわれることなく交流することにより、男女共同参画への意識

を高めることができました。また一部の講座を土曜日に開催することになり、家族で参加できる機会

を提供しました。(生涯学習課)



まちづくり女と男の共同参画プラン(第５版)における各課の目標と具体的な取組み

1
各種審議会や委員会等へ

の女性の参画促進

審議会委員等の選出において、女性委員を拡大するなど、男女双方の意見が反映されるよう、

女性委員比率の向上を目指し啓発、推進します。

全課

（自治振興課）

2

事業者･団体等における方

針決定過程への女性の参画

促進

事業者や団体、自治会等に対し、方針決定過程への女性の参画について働きかけを行います。

全課

（商工観光労政課労

政担当・自治振興課）

2
男女共同参画の視点に立っ

た職場づくり

育児・介護関連の制度をまとめたハンドブック等による情報提供を行い、特に男性職員の育児・

介護休業や育児参加に係る特別休暇制度等を取得しやすい体制づくりに努めます。
総務課

3
安心して働くことができる職場

づくり

セクハラ等に関する苦情処理委員会や苦情相談窓口を設置し、庁内において安心して働くことが

できる職場環境の整備を推進します。
総務課

4
市の女性職員の職域拡大と

女性の管理職の登用促進

日常業務や研修を通じて職員の能力開発を行い、職業能力の向上を図ります。また、意思決定

の場に参画できるよう女性の積極的な管理職への登用を働きかけます。

全課

（総務課）
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取組み内容 主な担当課具体的な施策

1
職員に対して、県等が開催するセミナーや研修会への参加を促すなど、あらゆる機会を通じて男

女共同参画への意識啓発及び資質の向上に努めます。

行政職員の男女共同参画

に対する意識の向上

全課

（総務課）



●庁舎内掲示板により、女性比率の向上となるよう呼び掛けます。（自治振興課）

●総合計画審議会、行政改革懇談会、地方創生懇談会等への新たな委員選出

（公募委員を含む）等にあたっては、男女双方の意見が反映されるよう、女性委員の

割合の向上に努めます。（元気創造政策課）

●各種委員会等への女性委員の比率向上ができるように参画を啓発推進します。

（学校教育課）

●男女比の均衡を意識した委員選考に努めます。（障がい福祉課）

●教育委員は、法の定めにより教育に関し識見を有する者から市長が議会の同意を

得て任命するとされています。教育委員の任期満了に伴う後任委員について、法律等

に照らし、かつ女性の参画を考慮し、引き続き女性委員数を現状どおり維持します。教

育委員5人（うち女性２人）（教育員会総務課）

●委嘱機関の満了に基づき委員委嘱を予定している「栗東市空家等対策協議会」に

いおて、委員委嘱にあたり女性委員比率の向上を目指します。（住宅課）

●庁舎内掲示板により、各種審議会や委員会等への女性の参画促進について女性委員比率の

向上を目指し啓発しました。（自治振興課）

●総合計画審議会、行政改革懇談会、地方創生懇談会等への新たな委員選出（公募委員を

含む）等にあたっては、男女双方の意見が反映されるよう、女性委員の割合の向上に努めていま

す。（元気創造政策課）

●各種委員会等への女性委員の比率が改善できるように働きかけています。（学校教育課）

●団体からの推薦や役職での委員選出を受けて委嘱を行っています。現在、（仮称）栗東市手

話言語条例及び障がい者のコミュニケーション支援に関する条例検討委員会を設置し条例制定を

目指しています。委員構成は、女性9名、男性５名です。（障がい福祉課）

●教育委員は、法の定めにより教育に関し識見を有する者から市長が議会の同意を得て任命する

とされています。教育委員の任期満了に伴う後任委員については、法律等に照らし、かつ女性の参

画を考慮し、引き続き女性委員数を現状どおり維持できました。　教育委員５人(うち女性2人)

（教育総務課）

●空家等対策協議会委員改選にあたり目標には到達しなかったものの、委員１６名のうち４名

の女性委員を委嘱しました。（住宅課）

●第六次総合計画策定に係る地区別のワークショップ等の実施にあたっては、市民等

に対して幅広く意見等を求めるため、事業者や各種団体、自治会等に対して積極的

に女性の参画について働きかけを行います。（元気創造政策課）

●各小中学校における学校協議会委員などの女性委員の比率向上を啓発します。

（学校教育課）

●関係団体・事業者に対して、情報の伝達・発信に努めます。（障がい福祉課）

●企業の代表者等に対して、女性活躍推進法の周知や男女共同参画促進のための

啓発資料等の情報提供を通じて女性参画を促します。（商工観光労政課）

●自治会長交代時、女性の参画について自治会に呼び掛けます。（自治振興課）

●第六次総合計画策定に係る地区別のワークショップ等の実施にあたっては、市民等に対して幅

広く意見等を求めるため、事業者や各種団体、自治会等に対して積極的に女性の参画について

働きかけを行っています。（元気創造政策課）

●各小中学校における学校協議会委員などの女性委員の比率が改善できるように働きかけていま

す。（学校教育課）

●障がい福祉関係の活動団体は、団体長の女性の比率は過半数を占めています。（障がい福祉

課）

　（補助団体9団体中、５団体）

　　その他の活動団体（保護者会・家族会等）においても、大多数の団体の長は女性です。

●企業内研修の一環として「ハラスメントのない職場づくり」～加害者も被害者も作らない、人を大

切にし、人にやさしい企業をめざす！～の研修会の中で、女性活躍推進の話題提供も行い啓発を

行いました。（商工観光労政課）

●自治会役員交代時、女性の参画について自治会へ呼びかけました。（自治振興課）

第3期「次世代育成支援対策推進法に基づく栗東市特定事業主行動計画　改定

版」（計画期間H27-H31）に基づき進めます。

男性職員の育児休業積極取得に向け、情報提供を始め取得しやすい職場環境の構築にも働き

かけを行いました。

令和元年度において現在までの間、男性職員の新規取得者はおりませんが、平成30年度に取得

した職員が引き続き制度利用（育児部分休業）を行っています。

「栗東市職員のハラスメントの防止等に関する規程」に基づき、委員および相談員を選

任するとともに、所属長の責務として職場におけるハラスメントの未然防止に取り組みま

す。

ハラスメント全般に対処する苦情処理委員会を設置することと併せ、苦情相談窓口を設置するなど

し、情報収集にも努めながら、ハラスメント未然防止に取り組みました。

●職能開発を進め、管理職への登用を進められるように働きかけを行います。(学校教

育課）

●研修会等に参加しやすい職場の環境づくりに努めます。（障がい福祉課）

●女性の参画を拡大する効果的な施策の一つである「ボジティブ・アクション」を推進す

るとともに、第３期「次世代育成支援対策推進法に基づく栗東市特定事業主行動計

画　改正版」（計画期間H27-H31）においての女性活躍推進法に基づく関連事項

に取り組みます。(総務部総務課）

●管理職への興味関心を高め、性別にかかわらず管理職試験を受けることを積極的に勧奨してい

ます。（学校教育課）

●職階や職種、担当業務に応じたスキルアップ研修には、自主的に受講できる職場環境づくりに努

めました。（障がい福祉課）

●栗東市特定事業主行動計画に定める「女性活躍推進法に基づく関連事項」において、令和元

年度における管理職に占める女性職員の割合を33.4％とすることを目標に取り組みを進めたところ

ですが、4月1日時点の実績は29.81％（-3.59％）という結果となりました。(総務部総務課）

6

令和元年度　進捗状況と実績令和元年度　目標と具体的な取組み

●県等が開催する様々な人権問題に関する講座や研修の情報提供を行い、職員を

派遣することで、男女共同参画の認識も含めた人権意識の高揚を促します。（人権

政策課）

●職員研修や一般研修などの機会を捉え、自己研鑽を図り、職員の資質向上に努め

ます。（子ども発達支援課）

●職員の意識向上のための研修には積極的に参加するよう促します。（学校教育

課）

●常会等で話題として取り上げ、意識啓発に努めます。（障がい福祉課）

●外部機関主催の専門研修への計画的な派遣や職場研修においての取り組みを推

進し、職員の意識の向上に取り組みます。（総務課）

●職場研修等を通じて、男女共同参画に対する課員の意識啓発及び資質の向上に

努めます。（財政課）

●庁舎職員研修の実施について検討します。（自治振興課）

●男女共同参画を含む人権意識の高揚を促すため、滋賀県や滋賀県人権センターなどが開催す

る様々な人権に関する研修会や講座を職員掲示板に情報提供するとともに、参加者のとりまとめを

行いました。(人権政策課)

・びわこ南部地域人権啓発連続講座（毎月開催）

・滋賀県人権相談ネットワーク協議会連続講座

・じんけんと福祉の推進講座 ・クローズアップ人権講座 ・インターネット人権マスター講座

●年度当初に開催するスタートアップ研修において、男女共同参画の認識も含めた人権研修を行

い意識の高揚を促しました。（子ども発達支援課）

●各種研修会の案内等を各小中学校へ送付し、職員の意識向上を図っています。(学校教育

課)

●障がい福祉課は、男性５名、女性９名の職場です。定期的に常会を開催し、その中で常に、”

障がいの有無に関係なく”　”男女関係なく”等の話題提供をしています。（障がい福祉課）

●外部機関の行う専門研修へ職員を派遣するなどし、意識並びに資質向上に資する機会の提供

に努めました。また、令和２年１月２９日、３１日に園長級を含む管理職級を対象に自治振興

課と共催による、職員集合「男女共同参画・女性活躍推進研修」を実施。(総務部総務課）

●職場研修等を通じて、男女共同参画に対する課員の意識啓発及び資質の向上に努めました。

（財政課）

●男女共同参画と女性活躍推進をテーマに、管理職を対象とした職員研修を実施しました。(自

治振興課)



【参考】施策体系（プラン44ページ）
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男
女
の
人
権
の
尊
重
と
意
識
づ
く
り 

（１）男女共同参画の視点に立った 

保育・教育、学習の推進 

① 保育園・幼稚園・幼児園・学校における保育・教育、

学習の推進 

② 家庭、地域社会における教育、学習の推進 

③ 性の尊重と健康についての意識の醸成 

④ 国際的な取組みとの協調 

（２）男女間のあらゆる暴力の根絶 

① ドメスティック・バイオレンス（DV）等に対する支

援体制の整備 

② メディアにおける暴力の防止 

 
  

２ 

男
女
の
職
業
と
家
庭
・ 

地
域
生
活
と
の
両
立
支
援 

（１）働く権利の保障と働く場にお 

ける男女共同参画の推進 

① 男女が対等に働く機会の提供 

② 女性の就業支援 

③ 働きやすい職場環境の整備 

（２）家庭・地域における男女共同 

参画の推進 

① 男女共同参画による地域づくりの推進 

② 男女共同参画を推進するリーダーの育成・活用 

③ 困難を抱える人々への支援 

（３）仕事と生活の調和 

（ワーク・ライフ・バランス） 

の推進 

① 仕事と育児・介護等との両立のための支援 

② 男性の家事・育児・介護等への参加促進 

   

３ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

（１）政策・方針決定過程への女性 

の参画促進 

① 審議会や委員会への女性参画の促進 

② 庁内における男女共同参画の推進 

 




